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春
は
市
民
課
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
。

　
混
雑
回
避
に
出
張
所
・
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
、
オ
ン
ラ
イ
ン
転
出
届

を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

市民課窓口混雑予想カレンダー
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3月

4月

：非常に混雑すると予想される
：混雑すると予想される
：閉庁日

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
証
明
、
戸
籍

謄(

抄)

本
、所
得
課
税
証
明
が
取
得
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
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３
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オ
ン
ラ
イ
ン
転
出
届

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
転
出
届

(

市
外
へ
の
住
所
変
更
の
手
続
き)

が
で
き
ま
す
。
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申
請
書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
や
届
出
書
な
ど
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
※
一
部
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
な
い

様
式
が
あ
り
ま
す
。
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そ
の
他

税
証
明

印
鑑

住
民
票

戸
籍

場
所

戸
籍
届
出
・
住
民
異
動
届(

外
国
人
は
除
く)

国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
の
届
出

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
補
助
・
交
付

所
得
課
税
証
明
、
扶
養
証
明
、
事
業
所
証
明
、
物
件
証
明(

土
地
・
家
屋)

、
評
価
証
明(

土
地
・
家
屋)

、

公
租
公
課
証
明(

土
地
・
家
屋)

、
課
税
台
帳
証
明(

名
寄
帳)

、
納
税
証
明
な
ど

印
鑑
登
録
、
印
鑑
証
明

住
民
票
の
写
し
、
除
票
の
写
し
、
住
民
票
記
載
事
項
証
明
、
住
民
票
コ
ー
ド
確
認
票

戸
籍
謄(

抄)

本
〈
戸
籍
の
全
部
・
個
人
事
項
証
明
〉、

除
籍
・
改
製
原
戸
籍
の
謄(

抄)

本
、
戸
籍
の
附
票

の
写
し
、
身
分
証
明
、
戸
籍
の
記
載
事
項
証
明

坂
下
出
張
所

東
部
市
民
セ
ン
タ
ー

味
美
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

高
蔵
寺
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

出
張
所
と
そ
の
取
扱
業
務

(

土
・
日
曜
日
、
祝
休
日
は
休
み)

ー
印
鑑
証
明

戸
籍
謄(
抄)
本〈
戸
籍
の
全
部
・
個
人
事
項
証
明
〉、

戸
籍
の
附
票
の
写
し(

除
籍
・
改
製
原
戸
籍
の
附
票

を
除
く)

南
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

西
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

鷹
来
公
民
館

坂
下
公
民
館

サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
と
そ
の
取
扱
業
務

（
土
・
日
・
月
曜
日
、
祝
休
日
は
休
み
）

☎
８
８ 

ー 

０
０
２
４

☎
９
２ 

ー 

８
５
１
１

☎
３
１ 

ー 

３
５
２
２

☎
５
１ 

ー 

０
０
０
２

☎
８
５ 

ー 

７
８
７
８

☎
３
３ 

ー 

０
８
０
８

☎
８
４ 

ー 

７
０
７
１

☎
８
８ 

ー 

５
５
５
５

３
月
27
日
か
ら
旅
券
法
改
正
に
よ
り
、

パ
ス
ポ
ー
ト
の
手
続
き
が
次
の
と
お
り

変
更
に
な
り
ま
す
。

・
戸
籍
謄
本
の
提
出

　

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
手
続
き
に
必
要
と
な
る
戸
籍
証
明
が
戸
籍

謄
本
の
み
と
な
り
、
戸
籍
抄
本
で
は
申
請
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

・
査
証
欄
の
増
補
の
廃
止

　

有
効
中
の
パ
ス
ポ
ー
ト
の
査
証
欄
が
少
な
く
な
っ
た
場
合
で
も
、

新
た
に
ペ
ー
ジ
を
増
や
す
こ
と(

増
補)

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

・
受
け
取
り
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
の
手
数
料

　

受
け
取
り
期
限(

発
行
後
６
か
月)

を
過
ぎ
た
場
合
、
次
回
申

請
す
る
パ
ス
ポ
ー
ト
の
手
数
料
が
通
常
よ
り
高
く
な
り
ま
す
。

・
申
請
書
の
変
更

　

様
式
の
変
更
に
伴
い
、
現
在
の
申
請
書
は
使
用
で
き
な
く
な
り

ま
す
。

詳
し
く
は
、
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

※4月から、「戸籍住民課」に名称変更します。
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